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教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

教育長の臨時代理による事務処理について

令和２年３月１３日の教育委員会において、教育長の臨時代理による事務処理の指示を

受けた件について、次のとおり臨時代理により事務処理を行ったため、中野区教育委員会

の権限に属する事務の臨時代理に関する規則第３条第２項の規定に基づき報告する。

１ 指示により改正した規則

⑴ 中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する

規則（平成１２年中野区教育委員会規則第８号）

⑵ 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基

準に関する規則（平成２９年中野区教育委員会規則第１２号）

２ 事務処理経過

３月１６日 一部改正規則について、特別区人事委員会の承認

３月１８日 教育長の臨時代理による一部改正の決定

３月１９日 一部改正規則（令和２年中野区教育委員会規則第５号）の公布

３ 改正内容

給与の減額の免除の承認に係る基準に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律及びこれに基づく政令等による就業制限、感染を防止するための協力又は

検疫法による停留を加える。 （別表関係）

※ 改正文及び新旧対照表は別紙のとおり。

４ 施行期日

公布の日（適用は、令和２年３月２日）



中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる

場合の基準に関する規則及び中野区立小学校及び中学校教育職

員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規

則の一部を改正する規則

（中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場

合の基準に関する規則の一部改正）

第１条 中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのでき

る場合の基準に関する規則（平成１２年中野区教育委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。

別表第１号中「による交通の制限又は遮断」を「及びこれに基づ

く政令等による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を

防止するための協力又は検疫法（昭和２６年法律第２０１号）によ

る停留」に改める。

（中野区立小学校及び中学校教育職員の給与の減額を免除すること

のできる場合の基準に関する規則の一部改正）

第２条 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与の減額を免除する

ことのできる場合の基準に関する規則（平成２９年中野区教育委員

会規則第１２号）の一部を次のように改正する。

別表⑴の項中「による交通の制限又は遮断」を「及びこれに基づ

く政令等による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を

防止するための協力又は検疫法（昭和２６年法律第２０１号）によ

る停留」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の中

野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基

準に関する規則の規定及び第２条の規定による改正後の中野区立小学



校及び中学校教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基

準に関する規則の規定は、令和２年３月２日から適用する。



【第１条関係】

中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則新旧対照表

【第２条関係】

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則新旧対照表

附 則

この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与の減額を免除す

ることのできる場合の基準に関する規則の規定及び第２条の規定による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職

員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則の規定は、令和２年３月２日から適用する。

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

（備考） （略） （備考） （略）

原因 承認を与える日又は時間

⑴ 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１

１４号）及びこれに基づく政

令等による就業制限、交通の

制限若しくは遮断若しくは

感染を防止するための協力

又は検疫法（昭和２６年法律

第２０１号）による停留

その都度必要と認める日

又は時間

⑵～⒁ （略） （略）

原因 承認を与える日又は時間

⑴ 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１

１４号）による交通の制限又

は遮断

その都度必要と認める日

又は時間

⑵～⒁ （略） （略）

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

（備考） （略） （備考） （略）

原因 承認を与える日又は時間

⑴ 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１

１４号）及びこれに基づく政

令等による就業制限、交通の

制限若しくは遮断若しくは

感染を防止するための協力

又は検疫法（昭和２６年法律

第２０１号）による停留

その都度必要と認める日

又は時間

⑵～⒁ （略） （略）

原因 承認を与える日又は時間

⑴ 感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１

１４号）による交通の制限又

は遮断

その都度必要と認める日

又は時間

⑵～⒁ （略） （略）


